
島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�)

� �

� �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

農業近代化資金の利子補給率の一部改正 （農 業 経 営 課） 	

県営土地改良事業計画の決定 （農 村 整 備 課） 	

県営土地改良事業計画の変更 （ 〃 ） 


保安林の指定（�件） （森 林 整 備 課） 


保安林の指定の解除 （ 〃 ） �

保安林予定森林 （ 〃 ） �

解除予定保安林 （ 〃 ） �

保安林の指定施業要件の変更 （ 〃 ） �

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の一部改正 （水 産 課） �

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の一部改正 （ 〃 ） ��

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の一部改正 （ 〃 ） ��

� �

特別保護地区の保護に関する指針の案の縦覧 （森 林 整 備 課） ��

島根県中小企業制度融資要綱の規定に基づく指定再生手続開始申立等事業者の指 （中 小 企 業 課） ��

定

開発行為に関する工事の完了 （都 市 計 画 課） ��

������

島根県原子力防災ネットワークシステム機器の賃貸借契約に係る一般競争入札の （消 防 防 災 課） ��

実施

�	
�

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定 �


める規則の一部を改正する規則

��
�

車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を （警 察 本 部） ��

定める規則を廃止する規則

����

駐車監視員資格者講習の実施 （警 察 本 部） ��

交通誘導警備業務級検定の実施 （ 〃 ） ��

警備業務に係る検定合格者審査の実施 （ 〃 ） ��

����������������������������������������������������
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平成��年�月�	日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

��������������������������� ��



島 根 県 報

� �

��������	


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第
項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第����号 平成��年�月�	日(�)

事 業 者

実施する事業

事 業 所
指 定
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

医療法人 昌林会
安来市安来町��－
�

通所介護
デイサービスセン
ター フィットネス

安来市安来町�	�－
�

平成��年
�月�日

医療法人 昌林会
安来市安来町��－
�

介護予防通所
介護

デイサービスセン
ター フィットネス

安来市安来町�	�－
�

平成��年
�月�日

合同会社 轍
大田市川合町川合
����番地�

通所介護 宅老所 ゆ～に
大田市川合町川合
����番地�

平成��年

月�日

合同会社 轍
大田市川合町川合
����番地�

介護予防通所
介護

宅老所 ゆ～に
大田市川合町川合
����番地�

平成��年

月�日

社会福祉法人 仁摩
福祉会

大田市仁摩町仁万
�	

通所介護
デイサービスセン
ター むつみ苑

大田市仁摩町天河内
	�

平成��年

月�日

社会福祉法人 仁摩
福祉会

大田市仁摩町仁万
�	

介護予防通所
介護

デイサービスセン
ター むつみ苑

大田市仁摩町天河内
	�

平成��年

月�日

有限会社 米原設計 出雲市知井宮町���� 訪問介護
ケアステーション
やわらぎ

出雲市知井宮町����
平成��年

月��日

有限会社 米原設計 出雲市知井宮町����
介護予防訪問
介護

ケアステーション
やわらぎ

出雲市知井宮町����
平成��年

月��日

事 業 者

廃止する事業

事 業 所
廃 止
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

株式会社 エス・
ディーコーポレー
ション

出雲市平田町��	番
地�

居宅療養管理
指導

ポプラ薬局
出雲市平田町��	番
地�

平成��年
�月	�日

株式会社 エス・
ディーコーポレー
ション

出雲市平田町��	番
地�

介護予防居宅
療養管理指導

ポプラ薬局
出雲市平田町��	番
地�

平成��年
�月	�日



島 根 県 報

��������	


農業近代化資金の利子補給率（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年�月��日から施行

する。

平成��年�月��日前に島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則（昭和��年島根県規則第�号）第	条の規定によ

り利子補給の承認を受けている農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

表中「年�
�パーセント」を「年�
�パーセント」に改める。

���������


土地改良法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定に基づき、県営土地改良事業計画を決定したので、同条第�

項の規定により次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 縦覧に供する書類の名称

奥出雲地区農用地保全施設整備事業（県営中山間地域総合整備事業）計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

第����号 平成��年�月��日 (�)

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

居宅療養管理
指導

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

平成��年
�月��日

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

訪問看護
医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

平成��年
�月��日

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

介護予防居宅
療養管理指導

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

平成��年
�月��日

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

介護予防訪問
看護

医療法人 佐藤耳鼻
咽喉科医院

松江市雑賀町���番
地

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

居宅療養管理
指導

松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

訪問看護
松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

訪問リハビリ
テーション

松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

介護予防居宅
療養管理指導

松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

介護予防訪問
看護

松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日

松村 孝
八束郡東出雲町揖屋
町����－��

介護予防訪問
リハビリテー
ション

松村リハビリテー
ション病院

八束郡東出雲町揖屋
町����－��

平成��年
�月��日



島 根 県 報

� 縦覧の場所

奥出雲町役場

��������	


土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定に基づき、以南東部地区を受益地域とする用排水施設事

業（県営経営体育成基盤整備事業）の計画を変更したので、同条第
項において準用する同法第��条第�項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 縦覧に供する書類の名称

以南東部地区用排水施設事業（県営経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

斐川町役場

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定により保安林の指定をするので、同法第条第
項において

準用する同条第	項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 保安林の所在場所

松江市鹿島町佐陀本郷字土屋����、����－	

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定により保安林の指定をするので、同法第条第
項において

準用する同条第	項の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年�月�日(�)



島 根 県 報

� 保安林の所在場所

雲南市掛合町波多����、����－�

� 指定の目的

水源のかん養

	 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

森林法（昭和
�年法律第
��号）第
条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年�月
�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

安来市広瀬町上山佐
���、
���－�、
��
、
���－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

	 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

森林法（昭和
�年法律第
��号）第
条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年�月
�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

安来市広瀬町上山佐���、
��
、
���

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

	 指定施業要件

第����号 平成
�年�月
�日 ()



島 根 県 報

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第	項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

大田市三瓶町池田字屋敷下タ���、字櫻原屋敷ノ上���、字櫻原家ノ上���、字櫻原奥���、���、字櫻原上ノ切���、字

櫻原奥���、字櫻原奥釜ヶ谷��、字櫻原向下タ���、字櫻原川向���、字櫻原下切�
、字櫻原向���、字櫻岩��
�－

�、字櫻原��
�－�、字櫻原家ノ下��
�、字櫻原道下��
�、字櫻原道上��
－�、��
－�、��
�、字アラタ��
�、字

管澤上����、����－�、����－�

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び大田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第	項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

大田市三瓶町池田字櫻原���
、字六郎木����－�から����－�まで

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

第�����号 平成�
年�月��日(�)



島 根 県 報

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び大田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第	項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

安来市広瀬町上山佐����、����－�

� 指定の目的

水源のかん養

 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第	項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 解除に係る保安林の所在場所

安来市広瀬町西比田��
�－�、��
�－�、����－�

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

 解除の理由

指定理由の消滅

���������


次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第�
条の規定により告示す

る。

平成�
年�月��日

第�����号 平成�
年�月��日 (�)
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島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林予定森林の所在場所

益田市長沢町イ���－�、イ���、イ��	－�、イ���からイ���まで、イ��
内�からイ��
内�まで、イ��
－�からイ

��
－まで、イ���－�、イ���、イ���内�、イ���－�、イ��	、イ��	内�からイ��	内�まで、イ��	内�、イ��	内

、イ���

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 解除予定保安林の所在場所

出雲市大社町遙堪字阿式�
�	－��、�
�	－��、�
��－��、�
��－��

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

���������


森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第�項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年�月��日農林水産省告示第����号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


第��	��号 平成��年�月��日(�)
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島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

別表第�中

第�	
��号 平成��年�月��日 (
)

｢

を

｣

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年���％ 年���％

年��％ 年�
％ 年��％ 年��％ 年�
％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年��％ 年��％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年��％ 年��％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年���％ 年���％

年���％ 年���％ 年���％ 年���％ 年���％

― ― 年���％ 年��％ 年��％

年���％ 年���％ 年���％ 年��％ 年��％

｢

に改

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年���％ 年���％

年��％ 年�
％ 年��％ 年��％ 年�
％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年��％ 年��％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年��％ 年��％

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年���％）

年���％ 年���％ 年���％
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める。

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し付けら

れた別表第�の左欄に掲げる資金（以下「島根県漁業近代化資金等」という。）について適用し、同日前に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金等については、なお従前の例による。

������	
��

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第��	号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業近代化資金については、なお従前の例

による。

������	

�

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第��
号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�条第�号中「���パーセント」を「��
パーセント」に改める。

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し

付けられた島根県漁業経営維持安定資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業経営維持安定資金につい

ては、なお従前の例による。

第�
	�号 平成��年�月��日(��)

｣

年����％ 年����％ 年����％ 年����％ 年����％

― ― 年����％ 年���％ 年���％

年����％ 年����％ 年����％ 年���％ 年���％

別表中

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

年��
％以内

年����％以内

年��
％以内

年��
％以内

年��
％以内

年��
％以内

年��
％以内

年��
％以内

年���％以内

年��	�％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内

年���％以内
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� �

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成��年法律第��号）第��条第�項の規定により、特別保護地区の指定を

しようとするので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により公告し、当該特別保護地区の名称、区

域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該指針の案については、縦覧の期間が経過する日までの間に、意見書を提出することができる。

平成��年	月�
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定をしようとする鳥獣保護区の名称､ 区域､ 存続期間及び指針の案

� 縦覧の期間

平成��年	月�
日から平成��年�月	日まで

島根県中小企業制度融資要綱（昭和�年島根県告示第�
�号）第�条第	号に規定する指定再生手続開始申立等事業者

を次のとおり指定したので公告する。

平成��年	月�
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年	月�
日 (��)

特別保護地区の名称 区 域 存 続 期 間 指 針 の 案

清水特別保護地区 安来市の一部 平成��年��月�日から

平成
�年��月
�日まで

掲載を省略し､ 島根県農林

水産部森林整備課及び島根

県東部農林振興センターに

備え置いて縦覧に供する｡

社日特別保護地区 安来市の一部 平成��年��月�日から

平成
�年��月
�日まで

掲載を省略し､ 島根県農林

水産部森林整備課及び島根

県東部農林振興センターに

備え置いて縦覧に供する｡

波加島特別保護地区 隠岐郡知夫村の一部 平成��年��月�日から

平成
�年��月
�日まで

掲載を省略し､ 島根県農林

水産部森林整備課及び島根

県隠岐支庁農林局に備え置

いて縦覧に供する｡

大満寺特別保護地区 隠岐郡隠岐の島町の一部 平成��年��月�日から

平成
�年��月
�日まで

掲載を省略し､ 島根県農林

水産部森林整備課及び島根

県隠岐支庁農林局に備え置

いて縦覧に供する｡

番号 名 称 住 所 指定期間

��－� 有限会社保性館 島根県松江市玉湯町玉造����番地�
平成��年	月�日

～
平成��年	月�日

��－� 有限会社山の井 島根県松江市玉湯町玉造����番地
平成��年	月�日

～
平成��年	月�日
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次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により公告す

る。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 開発区域

安来市飯島町字藤木��
番	

面積 ������平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

安来市飯島町���番地	

株式会社 渡部工務店

代表取締役 渡部 義三

� � � � � �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第��条の�第�項及び地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第��号）第�条の規定により公告する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 入札に付する事項

� 賃貸借物件の名称及び数量

島根県原子力防災ネットワークシステム機器 一式

（機器調達、設置、配線、調整及び保守等一式）

� 賃貸借物件の仕様等

入札説明書による。

� 契約期間（賃貸借期間）

平成��年�月��日から平成��年�月��日まで

� 納入場所

島根県松江市殿町	番地 島根県総務部消防防災課ほか

（詳細は、仕様書による。）

� 入札方法

ア 入札金額は、	ヶ月間の賃貸借料（保守料を含む）とする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に	円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の���分の���に相当する金額

を入札書に記載すること。

� 入札に参加する者に必要な資格

� 地方自治法施行令第��条の�第	項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令第��条の�第�項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後�年を経過しない者

でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

� 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和��年島根県告示第�号）第�条の規定により、入札参加

資格の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目（大分類「機械器具類」－中分類「電気通信機器」）に登録され

第���
�号 平成��年�月��日(��)
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ている者であること。

� 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札において、指名停止の措置を受

け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。

� ��時間の保守体制を有し、故障発生の連絡から�時間以内に現地に係員が到着して対応ができる者であること。

� 賃貸借物件の賃貸及び保守を確実に履行できる者であること。

� 入札書の提出場所等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒���－�	�
 島根県松江市殿町�番地

島根県総務部消防防災課原子力安全対策室

電話：��	�－��－	��� ＦＡＸ：��	�－��－	���

� 入札説明書の交付期間及び交付方法

平成��年月��日（金）から平成��年�月

日（水）までの間、上記�の場所において交付する。（交付時間は土

日、祝日を除く午前�時��分から午後時までとする。ただし、午後
�時
	分から午後�時までを除く。）

� 入札説明会の日時及び場所

ア 日時：平成��年�月

日（水）午前
�時から

イ 場所：島根県松江市殿町�番地 島根県庁�階講堂

� 入札参加希望者の履行能力を確認する書類の提出期間及び場所

平成��年月��日（金）から平成��年�月
�日（水）までの間、上記�の�及び�の履行能力を確認するための書

類の提出が必要であるので、�の場所に持参又は郵送すること。

提出書類は次のとおりとし、任意様式とする。

ア 納入するシステムの機器一覧表

イ システム納入後の保守サポート体制を明記したもの

なお、改札日時までの間において、当該書類に関する説明ならびに補正を求める場合がある。

受付時間は土日、祝日を除く午前�時��分から午後時までとする。ただし、午後
�時
	分から午後�時までを除

く。）

� 入札書の受領期限

平成��年�月�日（水）午前

時（郵便による入札にあっては、平成��年�月�日（火）正午までに島根県庁に必

着）

� 開札の日時及び場所

ア 日時：平成��年�月�日（水）午前

時から

イ 場所：島根県松江市殿町�番地 島根県庁�階講堂

ウ 開札：即時開札

� その他

� 契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積った契約金額に
�を乗じて得た額の
��分の以上を納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和�

�年島根県規則第��号）第�
条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額に
�を乗じて得た額の
��分の
�以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれ

かに該当する場合は、免除する。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

第
���	号 平成��年月��日 (
�)
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い。

なお、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

� 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、その他島根県会計規則第��条各号のいずれかに該当す

るときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

� �����	
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島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成�&年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

�	
����������

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和6�年島根県人事委員会

規則第��号）の一部を次のように改正する。

別表第5�病院の項中「院長 副院長 事務長 医長 総看護師長 看護師長 診療技術部長 科長 総務課長 医事課

長 総務課長補佐」を「院長 副院長 事務部長 医長 看護部長 看護師長 診療技術部長 科長 総務課長 医事課

長 室長 総務課長補佐」に改める。

� �

この規則は、公布の日から施行する。

第��0(1号 平成�&年�月��日(�6)
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� � � � � � �

車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則を廃止する規則をここに公

布する。

平成��年�月��日

島根県公安委員会委員長 伊 藤 裕

�	
���������

車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則を廃止する規則

車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則（昭和��年島根県公安委員

会規則第�号）は、廃止する。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� � � � � � �

�	
����������

道路交通法（昭和�	年法律第
�	号）第	
条の
�第�項第�号イに規定する講習（以下「駐車監視員資格者講習」とい

う。）を次のとおり実施する。

平成��年�月��日

島根県公安委員会委員長 伊 藤 裕

� 駐車監視員資格者講習の期日及び場所

� 講習期日

� 講習場所

松江市打出町�	�番地�

島根県運転免許センター（電話��	�－��－���）

� 受講手続に関する事項

� 受講申込書の受付期間等

ア 受付期間

平成��年�月�日（月）から同年�月��日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除く。

イ 受付時間

午前�時��分から午後�時まで

� 受講申込書の入手方法

第
���	号 平成��年�月��日 (
	)

内 容 期 日

講 習 期 日 平成��年�月�日及び�日

時 間

受付 午前�時	分から午前�時
	分まで

講義 午前�時��分から午後�時
�分まで

指示 午後�時
�分から午後�時��分まで

修了考査 期 日 平成��年�月
�日

時 間

受付 午後�時	分から午後�時
	分まで

考査 午後�時��分から午後�時��分まで

発表 午後�時��分から午後�時まで
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ア 島根県警察本部交通部交通指導課又は島根県内の最寄りの警察署で受け取る。

イ インターネットにより島根県警察のホームページから印刷する。

� 受講申込書の提出先及び提出方法

ア 提出先

島根県警察本部交通部交通指導課

イ 提出方法

受講希望者の持参による。ただし、代理人が提出する場合は、受講希望者からの委任状（様式は問わない。）を

添えること。

� 申込みに必要な書類等

ア 駐車監視員資格者講習受講申込書 �通

イ 受講手数料 ������円（相当する額の島根県収入証紙を、アの受講申込書の所定の欄にはり付けること。）

なお、納付された受講手数料は、返還しない。

ウ 写真 �枚（申込前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦���センチメートル、横	�
センチ

メートルのものを、アの受講申込書の所定の欄にはり付けること。）

� 駐車監視員資格者講習の受講に関する事項

� 講習内容

講義�
時間（�日�時間）及び修了考査�時間の合計�時間

� 講習受講に必要な物

ア 駐車監視員資格者講習受講票（申込者に対して、講習期日を記載したものを送付する。）

イ 筆記用具

� 問合せ先

島根県警察本部交通部交通指導課

電話（��	）	�－���� 内線���・���

��������	
���

警備業法（昭和
�年法律第���号。以下「法」という。）第	�条第�項に規定する検定を次のとおり実施するので、警

備員等の検定等に関する規則（平成��年国家公安委員会規則第	�号。以下「検定規則」という。）第�条の規定により告

示する。

平成	�年�月	�日

島根県公安委員会委員長 伊 藤 裕

� 検定を実施する警備業務の種別及び級

交通誘導警備業務�級

� 検定実施日時

平成	�年�月	�日（水） 午前�時から午後�時まで

� 検定実施場所

松江市打出町	�番地� 島根県運転免許センター

� 受検定員

��人

� 検定の内容

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、学科試験は実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかっ

た者に対しては、実技試験を行わない。

� 学科試験の科目

第����号 平成	�年�月	�日(��)
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ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 車両等の誘導に関すること。

エ 交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。

� 実技試験の科目

ア 車両等の誘導に関すること。

イ 交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。

� 受検資格

島根県内に住所を有する者又は島根県内の営業所に属する警備員であって、次のいずれかに該当する者

� 検定規則第�条に規定する�級の検定（以下「�級検定」という。）（交通誘導警備業務に係るものに限る。）に

係る法第��条第�項の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を受けている者であって、同合格証明書

の交付を受けた後、交通誘導警備業務に従事した期間が�年以上であるもの

� 都道府県公安委員会が前�に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

� 受検手続に関する事項

� 受付期間

平成��年�月	
日（水）から同年�月��日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）の午前�時��分

から午後時まで

ただし、申請順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

� 受付場所

島根県内の住所地を管轄する警察署又は島根県内の営業所に属する警備員にあっては当該営業所の所在地を管轄す

る警察署

なお、郵送による申込みは受け付けない。

� 提出書類

ア 検定申請書（検定規則別記様式第�号）�通

イ 添付書類

ア� 写真（申請前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦���センチメートル、横���センチメート

ルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）�葉

イ� 島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島

根県内に所在する営業所に属することを疎明する書面�通

ウ� 島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明

する書面�通

エ� ��に該当する者にあっては、�級検定に係る合格証明書の写し及び警備業務に従事していたことを証明する

警備業者等が作成する警備業務従事証明書�通。ただし、警備業者が既に廃業しているなど、警備業務従事証明

書を提出することができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該事情を疎明した上で、��に

掲げる者に該当することを誓約する書面及び履歴書各�通を警備業務従事証明書に代えて提出する。

オ� ��に該当する者にあっては、�級検定受検資格認定書の写し�通

� 検定手数料

	�����円

検定申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書に貼付して納付すること。

第	����号 平成��年月��日 (	�)
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なお、検定申請書を受理した後は、検定手数料は還付しない。

� その他

� 受検票は、検定申請書を提出した警察署を通じて交付するので、検定当日に持参すること。

� 検定当日は、午前�時から同�時��分までを受付時間とする。

� 問合せ先

島根県警察本部生活安全企画課（電話���������		�内線
���）又は島根県内の最寄りの警察署生活安全（刑事）課

（係）に行うこと。

��������	
���

警備業法の一部を改正する法律（平成	�年法律第��号）附則第条に規定する審査（以下「検定合格者審査」とい

う。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成	�年国家公安委員会規則第��号。以下「規則」

という。）附則第�条の規定により告示する。

平成��年月�
日

島根県公安委員会委員長 伊 藤 裕

� 検定合格者審査を実施する警備業務の種別及び級並びに当該種別及び級に応じた資格

� 空港保安警備業務�級

規則附則第�条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和�	年国家公安委員会規則第号。以下

「旧規則」という。）第�条第�項の表に規定する空港保安警備（次号において「空港保安警備」という。）に係る

同項に規定する検定（以下「旧検定」という。）であって同条第�項に規定する�級に係るもの（以下「旧�級検

定」という。）に合格した者

� 空港保安警備業務�級

空港保安警備に係る旧�級検定又は旧検定であって旧規則第�条第�項に規定する�級に係るもの（以下「旧�級

検定」という。）に合格した者

� 施設警備業務�級

旧規則第�条第�項の表に規定する常駐警備（次号において「常駐警備」という。）に係る旧�級検定に合格した

者

� 施設警備業務�級

常駐警備に係る旧�級検定又は旧�級検定に合格した者

� 交通誘導警備業務�級

旧規則第�条第�項の表に規定する交通誘導警備（次号において「交通誘導警備」という。）に係る旧�級検定に

合格した者

� 交通誘導警備業務�級

交通誘導警備に係る旧�級検定又は旧�級検定に合格した者

� 貴重品運搬警備業務�級

旧規則第�条第�項の表に規定する貴重品運搬警備（次号において「貴重品運搬警備」という。）に係る旧�級検

定に合格した者

� 貴重品運搬警備業務�級

貴重品運搬警備に係る旧�級検定又は旧�級検定に合格した者

� 検定合格者審査の申請の対象者

検定合格者審査は次に掲げる条件を満たさない者について行う。

� 旧検定に合格した警備員であって、平成	�年		月�	日現在当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該

警備業務に従事している期間が継続して�年以上であるもの

第	����号 平成��年月�
日(	�)
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� 旧検定に合格した者であって、平成��年��月��日現在現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習（旧規則第��

条第�項に規定する指定講習をいう。）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続

して�年以上であるもの（�に掲げる者を除く。）

� 検定合格者審査の実施日時、場所及び定員

� 検定合格者審査の方法

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、学科試験は実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかっ

た者に対しては、実技試験を行わない。

� 学科試験の科目

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 警備業務の実施に関すること。

エ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

� 実技試験の科目

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

� 検定合格者審査申請手続に関する事項

� 受付期間

ア 第�回審査

平成��年�月�	日（月）から同年
月
日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前�時��分から午後�

時まで

イ 第回審査

平成��年
月��日（月）から同年�月�日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前�時��分から午後�

時まで

ウ 第�回審査

平成��年�月��日（火）から同年�月�日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前�時��分から午後�

時まで

エ 第�回審査及び第�回審査

平成��年��月�日（月）から同月��日（金）（日曜日及び土曜日を除く。）の午前�時��分から午後�時まで

ただし、いずれも申請順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

� 提出書類

ア 審査申請書（規則附則別記様式）�通

イ 添付書類

第�����号 平成��年�月��日 (��)

回 実 施 日 時 実 施 場 所 定 員

第�回 平成��年�月日（水）

午前�時から午後�時まで

松江市打出町���番地�

島根県運転免許センター

��人

第回 平成��年�月��日（水）

午前�時から午後�時まで

��人

第�回 平成��年�月��日（水）

午前�時から午後�時まで

��人

第�回 平成��年月�日（火）

午前�時から午後�時まで

��人

第�回 平成��年月�日（水）

午前�時から午後�時まで

��人
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ア� 写真（申請前�月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦�	�センチメートル、横�	�センチメート

ルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）�葉

イ� 旧規則第
条の規定による合格証（以下「旧合格証」という。）の写し�通

ウ� 島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島

根県内に所在する営業所に属することを疎明する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、

提出を要しない。）�通

エ� 島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明

する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、提出を要しない。）�通

オ� 代理人（申請者が属する警備業者の従業員に限る。）が審査申請書を提出する場合にあっては、申請者本人の

委任状�通

� 提出先

次のいずれかの警察署に提出すること。

なお、郵送による申請は認めない。

ア 島根県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

ア� 旧合格証の交付申請を行った警察署

イ� 住所地（島根県内に限る。）を管轄する警察署

ウ� 警備員である場合におけるその者の属する営業所の所在地（島根県内に限る。）を管轄する警察署

イ 島根県公安委員会以外の都道府県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者で、島根県内に住所を有する者

又はその者が警備員である場合におけるその者の属する営業所が所在する者

ア� 住所地を管轄する警察署

イ� 営業所の所在地を管轄する警察署

� 検定合格者審査手数料

�����円

審査申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書に貼付して納付すること。

なお、審査申請書を受理した後は、検定合格者審査手数料は還付しない。

� その他

� 検定合格者審査を受ける者は、審査当日、旧合格証を必ず持参すること。

� 審査当日は、午前時から同時��分までを受付時間とする。


 問合せ先

島根県警察本部生活安全企画課（電話����－��－����内線����）又は島根県内の最寄りの警察署生活安全（刑事）課

（係）に行うこと。

第�����号 平成��年�月��日(��)


